
6番、野中やよいです。議案第 66号 令和 2年度新座市一般会計補正予算（第 5号）について、原案に

賛成の立場から討論いたします。 

新型コロナウイルスへの追加対策を盛り込んだ２０２０年度第２次補正予算が、６月１２日の参院本会議で

採決され、自民公明の与党両党と野党等の賛成多数で可決しました。一般会計の歳出総額は補正予算

として過去最大の 31 兆 9114 億円、コロナ過渦の克服を目指し、事業者への家賃支援や医療介護提供

体制の強化、地方自治体向けの臨時交付金の大幅増額をはじめ、公明党の主張が数多く反映されたも

のとなりました。 

 

児童扶養手当は 1961 年にスタート、2016 年 5 月には児童扶養手当法の改正が実現、第 2 子第 3 子以

降の加算が実現、2018 年には年収の上限の引き上げ、2019 年 11 月には支給回数を 3 回から 6 回に変

更し家計管理がしやすいものとなっています。 

 

今回の補正予算では、国の第２次補正予算で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、臨時

休校で子どもの在宅時間が増え食費や光熱費がかさむなど、経済的に厳しい状況に直面するひとり親

世帯を支援するため、公明党が強力に推進してきた内容となっています。 

従来の児童扶養手当受給世帯に加え、対象外だった障害年金や遺族年金など公的年金等受給世帯、

コロナの影響で児童扶養手当の対象となるまで収入が激減したひとり親世帯に対し、申請すれば５万

円、第２子以降は３万円、更に、児童扶養手当受給世帯と公的年金世帯については収入が減少している

場合、申請すれば追加で５万円が支給されることになります。 

全額国庫補助で、１億 8607 万円での事業です。 

 

また、新座市独自の緊急経済対策の第１弾では、ひとり親家庭等支援金として、児童扶養手当受給世帯

のひとり親家庭に対し、１世帯あたり３万円の給付をしていただきました。今回、公的年金を受けている

ことにより支給対象者でなかった方々まで対象者を拡大していただいたこと、誰一人取り残さない

SDGｓの精神を大事にされている市の姿勢を評価いたします。これは一般財源 204 万円で財調を取り

崩していただきました。68 世帯が対象です。 

 

課題なのは、児童扶養手当受給世帯以外で家計急変世帯となる方々への周知方法です。収入が減っ

て大変な中、知らずに受け取れなかった、というご家庭が絶対にないよう、広報にいざや市ホームペ

ージ、SNS、子育て応援メール、相談窓口での周知など、あらゆる手段を講じて、ぜひ力を入れてやって

いただきたい、また、できるだけ早期の支給をと要望させていただきます。 

また、家計緊急世帯への対象拡充も要望をさせていただきます。 

 

以上、要望とともに、賛成の討論とさせていただきます。 

 

 


